
 
 
 

 

中標津町自治基本条例（素案）の内容が明らかに！！ 
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中標津町自治基本条例（素案）の体系 

会議は、グループ討議と全体会議の繰り返しにより進めておりましたが、多くの時間を要すること

となり、会議自体が混迷を深め、なかなか進まない状況が続きました。そこで全体会議のみによりつ

くり上げることになり、昨年の10月28日の第12回から33回までの22回にわたる議論のうえ、パ

ブリックコメントを求める条文素案の内容が完成しました。条例制定手続きを経て、この条例が施行

されたあかつきにはイベント等で町民の方々に検討内容を説明し、条例の周知を図る予定です。 

第１章 総 則 

第１条 目的  第２条 用語の定義  第３条 自治の基本理念  第４条 自治の基本原則 

第２章 基本原則に基づく制度 

第５条 情報共有  第６条 個人情報の保護  

 第７条 第８条 町民参加の機会の確保  第９条 町民参加の方法  

第10条 町民の意見提案への対応  第11条 住民投票 第12条 協働の推進 

第３章 町民 

第13条 町民の権利 

第14条 町民の役割 

第５章 議会 

第20条 議会の役割 

第21条 議会の権限 

第22条 議会の責務 

第23条 議員の責務 

第６章 行政 

第24条 町長の責務 

第25条 行政の責務 

第26条 職員の責務 

第８章 行政運営 

第28条 総合計画 

第29条 財政運営 

第30条 政策法務 

第31条 職員の任免及び育成 

第32条 行政手続 

第33条 行政評価 

第34条 危機管理 

第９章 連携及び交流 

第35条 国、北海道及び他の市町村との連携 第36条 国内外との交流 

第４章 町内会及び町民活動団体 

第15条 町内会及び町民活動団体 

の定義  

第16条 町内会及び町民活動団体 

の役割  

第17条 町内会及び町民活動団体 

にかかわる町民の役割  

第18条 町内会及び町民活動団体 

にかかわる議会の役割 

第19条 町内会及び町民活動団体 

にかかわる行政の役割 

前  文 

第10章 条例の見直し 

第37条 条例の見直し 第38条 中標津町自治推進会議 

第11章 条例の位置付け 

第39条 条例の位置付け   

条 例 の 理

念 ・ 原 則 

理念・原則
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第７章 議会と行政の関係 

第27条 議会と行政の関係 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ファシリテーターによる説明 担当課長による説明 

  

全体会議の意見 

 

【前文】 

 中標津町自治基本条例を制定するにあたっての、理念や基本的な考え方を明らかにします。 

【第１章】総則 

 この条例の目的を明らかにするとともに、用語の定義、自治の『基本理念』、『基本原則』を定めています。 

【第２章】基本原則に基づく制度 

 先に掲げた理念や『情報共有』、『町民参加』、『協働』の原則を受け、具体化するための制度を定めています。 

【第３章】町民 

 町民の権利及び役割を定めています。 

【第４章】町内会及び町民活動団体 

 町内会及び町民活動団体の定義や役割を明らかにするとともに、それに携わる町民、議会、行政の役割を定めて

います。 

【第５章】議会 

 町の意思決定機関としての役割や権利、責務について定めています。 

【第６章】行政 

 町長、行政、職員について、それぞれの責務を定めています。 

【第７章】議会と行政の関係 

 議会と行政の関係について定めています。 

【第８章】行政運営 

 総合計画や評価、危機管理体制など、行政運営のために必要な基本的な制度等を定めています。 

【第９章】連携及び交流 

 国内外の交流を深めるとともに、中標津町だけでは対応が難しい課題について、他の自治体や団体、国及び北海

道と連携し解決にあたることを定めています。 

【第10章】条例の見直し 

 この条例の見直しについて定めています。 

【第11章】条例の位置付け 

 この条例が、中標津町の運営を支える基本的な考え方や仕組みを定めた、中標津町の憲法（最高規範）として位

置付けることを定めています。 

町 民 会 議 の 議 論 の 様 子 

条文の骨子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

≪お 知 ら せ≫ 

 パブリックコメント実施中 

 期間：１０月２５日（火）まで 

 ※ご意見をお寄せください。 

  《今後の予定》 

第３４回中標津町まちづくり町民会議 

日時：１１月２日（水）午後７：００～ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

※会議の傍聴もできます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

湧別町自治基本条例策定委員会視察研修の様子 

   

議会運営委員会との意見交換の様子 

７月２９日（金）湧別町自治基本条例策定委員会の皆さんが本町を視察にやってき

ました。 
朝、９時から１１時まで、私たち町民会議の委員と意見交換をした様子です。 
湧別町の皆さんは、２８日（木）から美幌町を視察、その夜、中標津町に宿泊し、

夜の街を潤していただきました。 

 ７月２８日（木）まちづくり町民会議委員と議会運営委員会委員との議会の章に

係る意見交換会を実施しました。 
 議員の皆さんの思い、町民会議委員の思い、それぞれが熱く語り、意見を交わし

ました。 
 まさしく、町民、議会、行政が一緒になって、自治基本条例（仮称）を検討して

います。 



 

経過報告等は町ホームページ・まちづくり情報コーナー・しるべっと・支所・企画課にて確認できます。 

第 19 回中標津町まちづくり町民会議 

日時：３月１０日（木）午後７：００～午後 9：００ 

会場：中標津町総合文化会館（しるべっと）２階 第１研修室 

第 20 回中標津町まちづくり町民会議 

日時：３月２４日（木）午後７：００～午後 9：００ 

会場：中標津町総合文化会館（しるべっと）２階 第１研修室 

第 2１回中標津町まちづくり町民会議 

日時：４月１３日（水）午後７：００～午後 9：００ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2２回中標津町まちづくり町民会議 

日時：４月１４日（木）午後７：００～午後 9：００ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2３回中標津町まちづくり町民会議 

日時：４月２７日（水）午後７：００～午後 9：００ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2４回中標津町まちづくり町民会議 

日時：４月２８日（木）午後７：００～午後 9：００ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2５回中標津町まちづくり町民会議 

日時：５月１１日（水）午後７：００～午後９：３０ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2６回中標津町まちづくり町民会議 

日時：５月１２日（木）午後６：３０～午後９：４５ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2７回中標津町まちづくり町民会議 

日時：５月２６日（木）午後７：００～午後９：３０ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2８回中標津町まちづくり町民会議 

日時：５月２７日（金）午後７：００～午後９：４０ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第 2９回中標津町まちづくり町民会議 

日時：６月８日（水）午後７：００～午後９：００ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第３０回中標津町まちづくり町民会議 

日時：６月９日（木）午後７：００～午後９：１５ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第３１回中標津町まちづくり町民会議 

日時：６月２３日（木）午後７：００～午後９：００ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第３２回中標津町まちづくり町民会議 

日時：７月１４日（木）午後７：００～午後９：１５ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

第３３回中標津町まちづくり町民会議 

日時：７月２８日（木）午後７：００～午後９：２０ 

会場：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

 

第 19回以降の開催状況 

 

 

 


